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Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ 

 

Jトラスト株式会社（以下「Jトラスト」といいます。）及び株式会社ミライノベート（以下「ミライノベート」

といいます。）は、本日、各社の取締役会において、2023 年２月１日（予定）を効力発生日として両社の経営を統

合すること（以下「本経営統合」といいます。）を決議し、J トラストを吸収合併存続会社、ミライノベートを吸

収合併消滅会社、とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に係る合併契約（以下「本合併契約」といいま

す。）を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

なお、本経営統合は、ミライノベートの株主総会の承認を条件としております。J トラストにおいては会社法第

796 条第２項に定める簡易合併に該当するため、株主総会による本合併に係る合併契約の承認を得ることなく行い

ます。 

また、本合併の効力発生日（2023 年２月１日を予定）に先立ち、ミライノベートの普通株式は、株式会社東京

証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）において 2023 年１月 30 日付けで上場廃止（最終売買日は

2023年１月 27日）となる予定です。 

 

記 

 

１． 本経営統合の目的等 

（１）本経営統合の背景 

J トラストは 1977 年大阪市にて中小企業及び個人事業主向けの商業手形割引及び手形貸付等の金融事業を

営む会社として設立・創業し、1998 年に当時の大阪証券取引所市場第二部に上場いたしました。その後、

2008 年に藤澤信義氏が公開買付により株式を取得して筆頭株主となり、2009 年に現商号となる J トラスト株

式会社に商号変更し、2011 年には韓国で金融事業を開始、2013 年にはシンガポールに投資拠点となる子会社

を設立、2014 年にはインドネシアで銀行事業を開始、2018 年にはモンゴルで金融事業を開始、2019 年にはカ

ンボジアで銀行業を開始するなど、主力事業となる金融事業を中心に、成長著しいアジア市場へと展開して

きました。2021 年 12 月期連結業績につきましては、コロナ禍にもかかわらず底堅い日本金融事業や韓国金融

事業に支えられ、営業収益は 42,325 百万円となりました。営業損益は、東南アジア金融事業において銀行業

における貸出金残高が順調に回復してきているものの、未だ、利息収益が十分な額に達していないことや、

インドネシアのマルチファイナンス業子会社において、今後の事業計画の見直し等に伴うのれんの減損損失

699 百万円を計上したことによりその他の費用が増加した一方で、韓国や東南アジアの銀行業において貸出金

の増加に伴い利息収益が増加したことや、インドネシアの銀行子会社において訴訟損失引当金577百万円を取
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り崩したこと、訴訟の勝訴判決に係る受領額 7,847 百万円をその他の収益に計上したこと等により、5,260 百

万円の営業利益となりました。また、親会社の所有者に帰属する当期損益は、為替相場が円安に振れ、外貨

建資産負債の評価替えによる為替差益を計上したことや、投資有価証券に対する売却損益や評価損益及びそ

れぞれに対応する税効果の計上に加えて、非継続事業からの損益として韓国のキャピタル業子会社の株式売

却損等を計上した結果、1,123 百万円の親会社の所有者に帰属する当期利益となりました。現在は、「既成概

念にとらわれないファイナンシャルサービスを提供する企業体を目指す」のビジョンのもと、銀行業、債権

買取回収事業を中核とする総合金融サービスを提供することを目指し、日本金融事業を安定的な利益基盤と

しつつ、日本で培った審査力・回収力やマーケティング力などのオペレーション・ノウハウを韓国及びモン

ゴルや、インドネシア、カンボジアなどの東南アジアで展開することで、アジア地域における経営基盤を拡

大しております。 

また、ミライノベートは 1937年富山県にて繊維業を営む会社として設立・創業し、1962年に当時の東京証

券取引所市場第二部に上場いたしました。その後 1993 年に不動産事業に参入し、本社を東京都に移転し今日

に至っております。その間、分譲マンションの開発・販売を主軸に据え不動産事業を推進しながら、Ｍ＆Ａ

等により、不動産事業のみならず、建設事業や再生可能エネルギー事業、アセットマネジメント事業、投資

事業など、業容の拡大と事業ポートフォリオの確立を図ってまいりました。2021 年４月からは「WE MAKE 

CHANGES」をグループスローガンに掲げて、ミライノベートで行っていた各事業をグループ子会社へ移管し、

持株会社としてホールディング業務に専念しており、2022 年３月期においては、不動産事業並びに再生可能

エネルギー事業において、取組案件や採用手法の取捨選択を進め利益率を改善するとともに、グループ全体

で販管費の削減に努めた結果、ミライノベートグループとしては６期振りとなる営業利益を計上したことに

加え、太陽光発電事業に関連した匿名組合投資利益等により経常利益を確保するとともに、太陽光発電所及

び投資有価証券の売却益を特別利益に計上したこと等により、２期連続黒字となるグループ連結で7,243百万

円の売上高、1,415百万円の親会社株主に帰属する当期純利益を計上しております。 

 

一方、昨今の世界的な金融情勢や政治情勢の不安定、及びアフターコロナにおける人々の生活環境の変化

は、企業活動をより困難な局面に直面させており、ミライノベートにおいては、不動産及び再生可能エネル

ギー事業における顧客ニーズの多様化や投資事業におけるボラティリティの高まりへの対応、及び新規事業

参入への経営リソースの確保が主な事業課題となっております。これらの課題を解決すべく、マーケット分

析、事業案件のリサーチ及び情報取得の強化、新規事業の検討と並行して各種スペシャリストの採用活動等

を進めております。 

J トラストにおいては、日本金融事業では保証事業の一層の拡大や証券子会社における投資銀行部門・IPO

審査部門の強化を図ること、韓国及びモンゴル金融事業ではバランスのとれたRisk-Returnを目標に資産内容

の質的な向上を追求しつつ資本に見合う量的成長を図ること、東南アジア金融事業では貸付債権の積み上げ

による収益基盤の強化とそれに対応する資金・資本の確保・拡充を図ることなどが主な事業課題となってお

ります。こうした課題の改善、解消に向けて、日本金融事業においては提携先の拡大等により保証残高の増

加に努めているところであり、韓国及びモンゴル金融事業においては、個人信用貸付の貸付審査システムの

高度化や債権回収体制の強化を図るなどしております。また、東南アジア金融事業においては、ビジネス部

門と審査部門の連携強化により不良債権リスク低減を図りつつ、積極的にローン残高等の積み上げを図って

おります。 

 

（２）本経営統合の目的 

上記（１）に記載のとおり、Jトラスト及びミライノベートはそれぞれ事業課題を有していたところ、両社

は以下の経緯で経営統合することにより記載のシナジー効果を実現し、事業課題の解決のみならず、更なる

企業価値の向上が見込まれるものと考えるに至りました。 

 

 （ミライノベートにおける経緯） 

ミライノベートは 2020 年６月に開催された臨時株主総会にてミライノベートの現代表取締役社長ＣＥＯで

ある泉信彦氏及び当時 J トラストの取締役を兼務していた藤澤信義氏（現 J トラスト代表取締役）を含む新

任取締役が選任され、当該新任取締役を中心としたガバナンス体制の再整備及び業績不振の脱却を目的とし

た新経営体制が発足し、その後、2020年 10月にミライノベートの子会社である株式会社グローベルス（以下

「グローベルス」といいます。）が不動産クラウドファンディング事業（ブランド名：大家どっとこむ）を開

始した際に、グローベルスは J トラストの子会社である株式会社日本保証（以下「日本保証」といいます。）

との間で（a）グローベルスが「大家どっとこむ」で取得する投資商品に対して日本保証が買取保証を付与す

ること、（b）「大家どっとこむ」で提供する投資商品に対して、共同でプロモーション及び販促活動を行うこ



3 
 

と、（c）投資家の募集に対して共同でプロモーションを行うことを内容とした業務提携契約（以下「本業務

提携契約」といいます。）を締結し、双方で事業理解及び業務提携を深めておりました。 

 

この度、上場 60 周年ということを節目に、今後のグループの更なる発展と企業価値増大のため、現状の課

題を見直し、それに対する必要な施策を総合的に考量していたところ、2022 年７月４日に J トラストより、

ミライノベートが営む不動産事業と J トラストが営む金融事業の親和性等に鑑みて、両社グループが経営統

合して両社グループ内のリソースを統合することにより企業価値の向上が図れるものと考えたことを背景と

した、ミライノベートと J トラストの間の組織再編による経営統合の提案（以下「本初期提案」といいます。）

を口頭にて受けました。ミライノベートの取締役会は、速やかに協議を開始し、本初期提案の意図、組織再

編による影響及びシナジーについて検討したところ、本業務提携契約を通じミライノベートが営む不動産事

業と Jトラストが営む金融事業の親和性は確認できており、Jトラストグループの事業基盤及び経営リソース

に対する理解も深まっていたことから、本初期提案がミライノベートグループ及びミライノベートの株主の

皆様にとって有意義なものである可能性があると判断し、本合併契約に向けた協議を始めました。 

 

その後、ミライノベートは 2022年10月 12日に Jトラストより、本初期提案の内容に加え、大要(a)組織再

編の具体的手法は J トラストを吸収合併存続会社、ミライノベートを吸収合併消滅会社とする吸収合併とす

ること、(b)スケジュールは合併の効力発生日を 2023 年２月１日として、価格算定及びデューディリジェン

スを開始したいことが記載された意向表明書（以下「本意向表明書」といいます。）を受領しました。 

そして、2022 年 10 月中旬以降、ミライノベートは J トラストと協議を進める中で、J トラストが有する顧

客や人材リソース、及び事業基盤を利用することができれば、下記のとおり（i）不動産及び再生可能エネル

ギー事業における顧客ニーズの多様化、（ⅱ）新規事業参入への経営リソースの確保、（ⅲ）投資事業におけ

るボラティリティの高まりへの対応、というミライノベートの経営課題が解決でき、かつ、（ⅳ）金融と不動

産事業のシナジーの深化により、更なる事業価値の向上が見込まれるのでないかと考えるに至りました。 

 

（i） 事業基盤の融合-不動産及び再生可能エネルギー事業における顧客ニーズの多様化への対応 

J トラストはその子会社である日本保証における融資や保証事業、J トラストグローバル証券株式会社

（以下「JT グローバル証券」といいます。）における証券事業、Nexus Card 株式会社におけるクレジッ

トカード事業にて個人や事業者の顧客基盤を有しており、不動産や投資に関する顧客ニーズの発掘や対

応に関するノウハウを有しております。これらのノウハウを活用できれば、ミライノベートの不動産及

び再生可能エネルギー事業における顧客ニーズに対する対応力の向上を始め、付加価値の提供、例とし

ては不動産や太陽光発電施設の取得を検討する顧客への融資や保証の提供、実物資産ではなくの証券投

資を検討している顧客への投資商品の紹介といった連携を図ることができるものと考えられます。そし

て、双方の顧客基盤が融合することにより、広範な顧客基盤に対し、両社の多様なサービスを提供する

ことが可能になると考えております。 

 

（ⅱ） 人材リソースの融合- 新規事業参入への経営リソースの確保への対応 

ミライノベートは不動産事業及び再生可能エネルギー事業を主軸に据え更なる業績拡大を目指してい

たところ、営業、マーケティング、Ｍ＆Ａや投資事業における専門家の確保や業容拡大にともなう管理

部門の増員等、人材リソースの確保を単独で行うことはハードルが高い状況でありました。Jトラストが

国内外で多様な金融事業を拡大する過程で獲得した人材やネットワークを活用することで、ミライノ

ベートが目指してきた業容及び業績の拡大が、より加速するものと考えております。 

 

（ⅲ） Jトラストの金融事業への投資、Jトラストからの投資案件の紹介 - 投資事業におけるボラティリ 

ティの高まりへの対応 

Jトラストグループの海外における金融事業の主力業態である銀行業においては、貸付債権の積み上げ

に対応する資金、資本の確保を要しておりました。また、長く営業損失が続いておりました J トラスト

の東南アジア金融事業においては、同事業の主力であるインドネシアの銀行子会社において、積極的な

残高増強策により貸出金残高が増加しており、各種キャンペーンの効果により預金残高も増加し、流動

性が改善され、ＣＯＦ（調達金利）も低下していることも相まって、業績も改善し、黒字転換を確実な

ものとしており、今後高い成長が見込める分野であると考えておりました。ミライノベートの投資事業

は現状では日本国内の上場株式への投資が主体でありますが、ボラティリティの高まりへの対応が課題

となる中で、投資事業として、Jトラストグループの金融事業への資金投下によりポートフォリオの拡充

及び高いリターンが見込めるものと考えております。また、ミライノベートにおける投資事業の案件
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ソーシングに関し、JT グローバル証券の投資銀行本部の顧客基盤からの案件紹介も期待され、これによ

るポートフォリオの拡充も見込まれます。 

 

   （ⅳ）金融と不動産事業のシナジーの深化- 更なる事業価値の向上 

上記のとおり 2020 年 10 月にグローベルスは不動産クラウドファンディング事業に関し日本保証との

間で本業務提携契約を締結し、これまでも双方で事業理解及び業務提携を深めておりました。また、

2022 年３月に J トラストが JT グローバル証券を子会社化して以降は、JT グローバル証券との提携も視

野に入れておりましたが、資本関係の無い中での提携は情報や人材の共有に制約がありました。本合併

により双方が統合することにより、より高いレベルでの J トラストにおける金融事業とミライノベート

が営んできた不動産事業のシナジーが実現できるものと考えております。 

具体的には、ミライノベートの不動産開発・分譲事業は現状、単身やディンクス向けのニッチ市場で

差別化しておりますが、本来は郊外の大型ファミリー物件、閑静な住宅地の富裕層向け低層マンション、

駅前・郊外の商業施設混合物件なども展開したいと考えております。しかしながら、資金力（与信力）

及び土地情報の不足により検討を進められていないのが現状であり、本合併により、日本保証の、保証

事業における金融機関との連携による資金調達、並びに事業者向けファイナンス事業における土地情報

取得・物件の企画立案などが期待できます。また、日本保証の子会社である日本ファンディング株式会

社が営む投資用１棟マンション事業との親和性及び JT グローバル証券の顧客層への商品紹介も期待され

ます。 

 

また、上記シナジー効果を実現できる相手方が J トラスト以外にも存在するかについても検討しましたが、

上記のとおりグローベルス及び日本保証間の本業務提携契約を通じ双方で事業理解及び業務提携を深め、一

定のシナジー効果は確認できていること、及び J トラストのユニークな事業ポートフォリオと同種の金融事

業を営む企業もミライノベートの知る限りにおいて存在しないことから、Jトラストが最適な相手方であると

判断いたしました。 

なお、経営統合の手法としては、ミライノベート及び J トラストは現状ともに持株会社による運営体制と

なり、どちらかの持株会社が子会社化される手法であると、２つの持株会社が存在しコストの増加や意思決

定の柔軟性及び迅速性が損なわれ企業価値の向上に即さないことから、合併の手法が最適であると判断いた

しました。また、ミライノベートと J トラストのどちらを吸収合併存続会社とするかについては、連結での

売上や資産規模、及び時価総額は Jトラストが大きく上回っていることから、Jトラストが存続企業として上

場を維持することが資本市場の観点から適切であると判断し、Jトラストを吸収合併存続会社、ミライノベー

トを吸収合併消滅会社とすることといたしました。 

 

ミライノベートは(a)上記のシナジー効果、(b)Jトラストを存続会社として合併の手法により経営統合を行

うこと、(c)合併契約の内容、(d)合併比率に関し J トラストと協議を重ね、最終的に、本合併を行うことで

ミライノベートが営む事業の価値及び株主の皆さまの株式価値の増大が図られるものと判断し、本合併契約

を締結することといたしました。 

 

  （Jトラストにおける経緯） 

2020 年６月に J トラストの代表取締役である藤澤信義氏がミライノベートの取締役に就任し、その後、

2020年 10月にグローベルスと日本保証で本業務提携契約を締結し、双方で事業理解及び業務提携を深めてお

りました。そうした中で、Jトラストにおいて、両社の事業には親和性や協働によるシナジー効果があり、協

働により両社をあわせた全体としての企業価値向上が図れるのではないか、そして、そのような企業価値向

上効果の最大化を図るためには、相互に独立した状態での提携関係にとどまらず、両社グループの経営統合

が最も効果が高くなるのではないかという発想が生まれました。2022 年に入り、J トラストにおいては日本

における証券業を開始するなどの状況が生じ、ミライノベートにおいてもロシア事業からの撤退や投資有価

証券の処分など事業ポートフォリオの見直し、入替えが進む状況となりました。 

このような状況下で、Jトラストとしては、ミライノベートが営む不動産事業と Jトラストが営む金融事業

の親和性等に鑑みて、両社グループが経営統合して両社グループ内のリソースを統合することにより、上記

事業課題への対応及び企業価値の向上が図れるものと考えたことから、2022 年７月４日、本初期提案を口頭

にてミライノベートに伝えました。 

そして、ミライノベートから本初期提案に関し協議を進めたい旨の返答を得たことから、本合併契約に向

けた協議を始め、2022年 10月 12日に本意向表明書をミライベートに提出しました。 
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そして、ミライノベートと本合併に関する協議を進め、上記「ミライノベートにおける経緯」に記載の、

ミライノベートにおける（i）事業基盤の融合、（ⅱ）人材リソースの融合、（ⅲ）J トラストの金融事業への

投資、（ⅳ）金融と不動産事業のシナジーの深化というシナジー効果は、J トラストが想定した両社グループ

内のリソースを有機的に組み合わせることによる企業価値の向上という目的に合致することが確認できたこ

とから、本合併契約を締結することといたしました。 

 

２．本経営統合について 

（１）本経営統合の日程 

取締役会決議日 2022年 11月 14日 

契約締結日 2022年 11月 14日 

臨時株主総会基準日公告（ミライノベート） 2022年 11月 15日 

臨時株主総会基準日（ミライノベート） 2022年 11月 30日 

臨時株主総会決議日（ミライノベート） 2023年 １月 13日 

最終売買日（ミライノベート） 2023年 １月 27日 

上場廃止日（ミライノベート） 2023年 １月 30日 

合併の効力発生日 2023年 ２月 １日 

（注）J トラストにおいては会社法第 796 条第２項に定める簡易合併に該当するため、株主総会による本

合併に係る合併契約の承認を得ることなく行います。 

 

（２）本経営統合の方式 

ミライノベートを吸収合併消滅会社、J トラストを吸収合併存続会社とする吸収合併の方式により実施い

たします。 

 

（３）本合併に係る割当比率 

 Jトラスト 

（吸収合併存続会社） 

ミライノベート 

（吸収合併消滅会社） 

本合併に係る 

割当比率 
１ 0.42 

(注１）本合併に係る割当比率（以下「本合併比率」） 

ミライノベートの株式１株に対して、Jトラストの株式 0.42株を割当て交付します。 

ただし、ミライノベートが保有する自己株式 788,396株（2022年９月 30日現在。失念株 100株を

含む。）については、本合併による株式の割当ては行いません。 

(注２）本合併により交付する Jトラストの株式数：普通株式：20,702,934株（予定） 

上記の交付株式数は、今後、ミライノベートの株主から株式買取請求権の行使がなされるなどし

て、本合併の効力発生の直前時までの間にミライノベートの自己株式数の変動等が生じた場合に

は、修正される可能性があります。 

また、本合併により J トラストが交付する株式は、全て新たにＪトラストの普通株式を発行する

ことを想定しています。 

(注３）単元未満株式の取扱い 

本合併によりJトラストの単元未満株式（100株未満の株式）を保有することになるミライノベー

トの株主の皆様におかれましては、J トラストに関する以下の制度をご利用いただくことができ

るほか、一部証券会社で取り扱っている単元未満株式での売買が可能です。なお、金融商品取引

所市場においては単元未満株式を売却することはできません。 

① 単元未満株式の買増制度（１単元（100 株）への買増し） 

会社法第194条第１項及びJトラストの定款の規定に基づき、Jトラストの単元未満株式を保

有する株主の皆様が、J トラストに対し、自己の保有する単元未満株式と合わせて 1 単元

（100 株）となる数の J トラスト株式を売り渡すことを請求し、これを買増すことができる

制度です。 

② 単元未満株式の買取制度（１単元（100 株）未満株式の売却） 

会社法第192条第１項の規定に基づき、Jトラストの単元未満株式を保有する株主の皆様が、

Jトラストに対し、自己の保有する単元未満株式の買取を請求することができる制度です。 
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(注４）１株に満たない端数の処理 

本合併に伴い、J トラスト株式１株に満たない端数の割当てを受けることとなるミライノベート

の株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関連法令の定めに従い、１株に満たない端数

部分に応じた金額を現金でお支払いいたします。 

 

（４）本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

ミライノベートが既に発行している各新株予約権の取扱いは、以下のとおりです。 

 

新株予約権の回号 取扱い 

第２回新株予約権（2013 年６月 26 日定時株主総会決

議及び 2013年 10月 18日取締役会決議） 

発行要項に取得条項や組織再編時の取り扱い

が定められていないため、合併の効力発生日

において会社法第 750 条第４項に基づき消滅

する予定 

第３回新株予約権（2015 年 12 月 1 日臨時株主総会決

議、並びに 2015年 11月 17日及び 2020年 12月 16日

取締役会決議） 

合併の効力発生日に先立つ 2022年 12月 20日

をもって行使期間が満了する予定 

第４回新株予約権（2015年 12月 16日取締役会決議） 

第５回新株予約権（2018年６月 28日取締役会決議） 

本合併の効力発生日に先立ち、ミライノベー

トにおいて各発行要項に基づく取得及び消却

を行う予定 

 

なお、ミライノベートは新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

３．本合併に係る割当ての内容の根拠 

（１）割当ての内容の根拠及び理由 

ミライノベートは、本合併に用いられる合併比率の算定に当たって公正性･妥当性を期すため、独立した

第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング（以下「プルータス・コンサルティング」

といいます。）を起用し、合併比率の算定を依頼し、合併比率算定書（以下「本合併比率算定書」といいま

す。）を受領いたしました。また、ミライノベートは本合併の法務アドバイザーとして、TMI 総合法律事務

所を選任しました。なお、プルータス・コンサルティング及び TMI 総合法律事務所を選定した理由は、両

者はそれぞれＭ＆Ａにおける株式価値算定及び法務アドバイスにおいて豊富な実績を有しているためです。 

ミライノベートは、プルータス・コンサルティングによる算定結果を参考に、Jトラストに対して実施し

たデューディリジェンスの結果等を踏まえて、財務状況、資産状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘

案した上で、Jトラストとの間で合併比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に「２．本経営

統合について（３）本合併に係る割当比率」に記載の合併比率（0.42）は、（i）プルータス・コンサル

ティングによる合併比率算定書における算定結果のうち、市場株価法に基づく算定結果のレンジの上限を

上回っており、またＤＣＦ法に基づく算定結果のレンジの範囲内であり、かつ本合併契約の締結日の前営

業日（2022年 11月 11日）におけるミライノベートの終値（250円）と Jトラストの終値（639円）の比率

である 0.39（小数点以下第三位を四捨五入。以下同じ。）を上回る点、（ⅱ）プルータス・コンサルティン

グによる合併比率算定書における、ＤＣＦ法に基づく算定結果のレンジの中間値を下回るものの、（a）本

合併契約の締結日の前営業日（2022年11月 11日）における Jトラストの終値（639円）に合併比率（0.42）

を乗じて計算されるミライノベートの株価は 268 円（１円未満四捨五入。以下「本参照株価」といいます。）

であるところ、本参照株価は本合併契約の締結日の前営業日までの１ヶ月間の終値の単純平均値 233 円に

対して 15.02％、同日までの３ヶ月間の終値の単純平均値 195 円に対して 37.44％、同日までの６ヶ月間の

終値の単純平均値 180円に対して 48.89％と相当のプレミアムを加えた価格である点、（b）本合併後もミラ

イノベートの株主は引き続き J トラストの株主として本合併により実現されるシナジーを享受する権利を

有しており、強制的なスクイーズ・アウトが行われる現金対価による買収の場合に一般的な、算定結果の

レンジの中間値以上であるか否かで評価を行うことは必ずしも適切とはいえないと考えられる点を踏まえ、

妥当であるとの判断に至り、合意いたしました。 

 

また、J トラストは、本合併に用いられる合併比率の算定に当たって公正性･妥当性を期すため、独立し

た第三者算定機関として U&Iアドバイザリーサービス株式会社（以下「U&Iアドバイザリーサービス」とい

います。）を起用し、合併比率の算定を依頼し、合併比率算定書を受領いたしました。また、J トラストは
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本合併の法務アドバイザーとして、瓜生糸賀法律事務所を選任しました。なお、U&Iアドバイザリーサービ

ス及び瓜生糸賀法律事務所を選定した理由は、両者は同一グループ内の法人であり、デューディリジェン

スの実施と算定評価作業のシームレスな連係が可能であること、Ｍ＆Ａにおける株式価値算定及び法務ア

ドバイスにおいて豊富な実績を有しているためです。 

J トラストは、U&I アドバイザリーサービスによる算定結果を参考に、ミライノベートに対して実施した

デューディリジェンスの結果等を踏まえて、財務状況、資産状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案

した上で、ミライノベートとの間で合併比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に「２．本

経営統合について（３）本合併に係る割当比率」に記載の合併比率が妥当であるとの判断に至り、合意い

たしました。 

 

なお、本合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間で協議の上、変 

更することがあります。 

 

（２）算定に関する概要 

① 算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係 

ミライノベートの第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングは、ミライノベート及び J ト

ラストの関連当事者には該当せず、ミライノベート及び J トラストとの間で重要な利害関係を有しませ

ん。 

また、Jトラストの第三者算定機関である U&Iアドバイザリーサービスは、ミライノベート及び Jトラ

ストの関連当事者には該当せず、ミライノベート及び J トラストとの間で重要な利害関係を有しません。 

 

② 算定の概要 

ミライノベート及びJトラストは、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、

ミライノベートはプルータス・コンサルティングを、Jトラストは U&Iアドバイザリーサービスを第三者

算定機関として選定し、それぞれ本合併に用いられる合併比率の算定を依頼し、以下の内容を含む合併

比率算定書を取得いたしました。 

 

プルータス・コンサルティングは、両社の株式価値の算定手法として、両社ともに市場株価が存在し

ていることから市場株価法を、また両社の将来の事業活動の状況を算定に反映させる目的から、両社の

将来収益に基づき、将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値

に割り引くことにより株式価値を算出する評価手法であるＤＣＦ法を、それぞれ採用して算定を行いま

した。 

J トラストの１株当たりの株式価値を１とした場合の各手法による合併比率算定結果は、それぞれ以下

のとおりです。 

 

採用手法 合併比率の算定レンジ 

市場株価法 0.31～0.39 

ＤＣＦ法 0.30～0.83 

 

市場株価法においては、プルータス・コンサルティングは、算定基準日を本合併契約締結日の前営業

日である 2022年 11月 11日として、ミライノベート及び Jトラストの普通株式の東京証券取引所におけ

る算定基準日、算定基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間における株価終値単純平均値（ミラ

イノベートは、算定基準日：250円、１ヶ月間：233円、３ヶ月間：195円、６ヶ月間：180円、Jトラス

トは、算定基準日：639 円、１ヶ月間：642 円、３ヶ月間：635 円、６ヶ月間：544 円）を基に算定して

おります。 

ＤＣＦ法においては、プルータス・コンサルティングは、ミライノベートについて、ミライノベート

が作成した財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことに

よって企業価値を評価しています。割引率は 3.5％～3.6％を採用しており、継続価値の算定にあたって

は永久成長率法及び倍率法を採用し、永久成長率法では永久成長率を０％として、倍率法では EV/EBIT

倍率及び EV/EBITDA 倍率はともに 7.4 倍として算定しております。なお、算定の前提とした財務予測に

は、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2024 年３月期においては、
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2023 年３月期に投資事業で大きな利益を計上した反動から、営業利益は 330 百万円（対前年比 377 百万

円減）と大幅な減益を見込んでおります。一方、2025 年３月期においては、不動産事業におけるマン

ション及び戸建ての販売増加にともなう売上増加により、営業利益は 704 百万円（対前年比 374 百万円

増）と大幅な増益を見込んでおります。また、当該財務予測は、本合併により実現することが期待でき

るシナジー効果を現時点において具体的に見積もることが困難であることから、当該シナジーを織り込

んでいないミライノベート単独の計画を前提として作成しております。他方、J トラストは、J トラスト

が作成した財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことに

よって企業価値を評価しています。割引率は 8.1％～10.4％を採用しており、継続価値の算定にあたって

は永久成長率法を採用し、永久成長率法では、永久成長率を０％として算定しております。なお、算定

の前提とした財務予測には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、

2024 年 12 月期においては、銀行業における利息収益の順調な増加より、当期利益は 13,115 百万円（対

前年比 4,126 百万円増）と大幅な増益を見込んでおります。また、当該財務予測は、本合併により実現

することが期待できるシナジー効果を現時点において具体的に見積もることが困難であることから、当

該シナジーを織り込んでいない Jトラスト単独の計画を前提として作成しております。 

プルータス・コンサルティングは、合併比率の算定に関してミライノベート及び J トラストから提供

を受けた資料及び情報、一般に公開された情報を原則としてそのまま使用し、分析及び検討の対象とし

たすべての資料及び情報が正確かつ完全であること、合併比率の算定に重大な影響を与える可能性があ

る事実でプルータス・コンサルティングに対して未開示の事実はないこと等を前提としており、これら

の資料及び情報の正確性又は完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではあ

りません。 

プルータス・コンサルティングはミライノベート及び J トラスト並びにそれらの関係会社のすべての

資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、それに限られませ

ん。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、

また第三者への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。プルータス・コンサルティングは、提

供されたミライノベート及び J トラストの財務予測に関する情報が、それぞれの経営陣による現時点に

おいて可能な最善の予測と判断に基づき、合理的に作成されていることを前提としており、ミライノ

ベートの同意を得て、独自に検証することなくこれらの情報に依拠しております。プルータス・コンサ

ルティングの算定は市場株価法については 2022年 11月 11日、その他については 2022年 10月 31日現在

における金融、経済、市場その他の状況を前提としております。 

 

一方、U&I アドバイザリーサービスは、両社の株式価値の算定手法として、両社ともに市場株価が存在

していることから市場株価法を、また両社の将来の事業活動の状況を算定に反映させる目的から、両社

の将来収益に基づき、将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価

値に割り引くことにより株式価値を算出する評価手法であるＤＣＦ法を、それぞれ採用して算定を行い

ました。 

J トラストの１株当たりの株式価値を１とした場合の各手法による合併比率算定結果は、それぞれ以下

のとおりです。 

 

採用手法 合併比率の算定レンジ 

市場株価法 0.28～0.46 

ＤＣＦ法 0.28～0.51 

 

市場株価法においては、U&Iアドバイザリーサービスは、算定基準日を本合併契約締結日の前営業日で

ある 2022年 11月 11日として、ミライノベート及び Jトラストの普通株式の東京証券取引所における算

定基準日、算定基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間における株価終値単純平均値（ミライノ

ベートは、算定基準日：250 円、１ヶ月間：233 円、３ヶ月間：195 円、６ヶ月間：180 円、J トラスト

は、算定基準日：639 円、１ヶ月間：642 円、３ヶ月間：635 円、６ヶ月間：544 円）を基に算定してお

ります。 

ＤＣＦ法においては、U&Iアドバイザリーサービスは、ミライノベートについて、ミライノベートが作

成した財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって

企業価値を評価しています。割引率は 3.92％～4.34％を採用しており、継続価値の算定にあたっては永
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久成長率法を採用し、永久成長率法では、永久成長率を△0.5％～0.5％として算定しております。なお、

算定の前提とした財務予測には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的に

は、2024 年３月期においては、2023 年３月期に投資事業で大きな利益を計上した反動から、営業利益は

330 百万円（対前年比 377 百万円減）と大幅な減益を見込んでおります。一方、2025 年３月期において

は、不動産事業におけるマンション及び戸建ての販売増加にともなう売上増加により、営業利益は 704

百万円（対前年比 374 百万円増）と大幅な増益を見込んでおります。また、当該財務予測は、本合併に

より実現することが期待できるシナジー効果を現時点において具体的に見積もることが困難であること

から、当該シナジーを織り込んでいないミライノベート単独の計画を前提として作成しております。他

方、J トラストは、J トラストが作成した財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で

現在価値に割り引くことによって企業価値を評価しています。割引率は 9.43％～10.43％を採用しており、

継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率法では、永久成長率を△0.5％～0.5％

として算定しております。なお、算定の前提とした財務予測には、大幅な増減益を見込んでいる事業年

度が含まれております。具体的には、2024年 12月期においては、銀行業における利息収益の順調な増加

より、当期利益は 13,115 百万円（対前年比 4,126 百万円増）と大幅な増益を見込んでおります。また、

当該財務予測は、本合併により実現することが期待できるシナジー効果を現時点において具体的に見積

もることが困難であることから、当該シナジーを織り込んでいない J トラスト単独の計画を前提として

作成しております。 

U&Iアドバイザリーサービスは、合併比率の算定に関してミライノベート及び Jトラストから提供を受

けた資料及び情報、一般に公開された情報を原則としてそのまま使用し、分析及び検討の対象としたす

べての資料及び情報が正確かつ完全であること、合併比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事

実で U&I アドバイザリーサービスに対して未開示の事実はないこと等を前提としており、これらの資料

及び情報の正確性又は完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありませ

ん。 

U&Iアドバイザリーサービスはミライノベート及び Jトラスト並びにそれらの関係会社のすべての資産

又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、それに限られません。）

について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、ま

た第三者への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。U&Iアドバイザリーサービスは、提供され

たミライノベート及び J トラストの財務予測に関する情報が、それぞれの経営陣による現時点において

可能な最善の予測と判断に基づき、合理的に作成されていることを前提としており、ミライノベートの

同意を得て、独自に検証することなくこれらの情報に依拠しております。U&Iアドバイザリーサービスの

算定は 2022年 11月 11日現在における金融、経済、市場その他の状況を前提としております。 

 

４．上場廃止となる見込み及びその理由 

本合併に伴い、ミライノベートの普通株式は、2023年１月 30日付けで、東京証券取引所の上場廃止基準に

より上場廃止となる予定です。上場廃止後は、ミライノベートの普通株式を東京証券取引所において取引す

ることができなくなりますが、本合併の効力発生日においてミライノベートの株主様に割当てられる J トラ

ストの普通株式は東京証券取引所に上場されているため、株式の所有数に応じて一部の株主様において単元

未満株式の割当てのみを受ける可能性はあるものの、１単元以上の株式について引き続き東京証券取引所に

おいて取引が可能であり、株式の流動性を確保できるものと考えております。なお、本合併の効力発生日以

降も、J トラストの普通株式は、J トラストの現在の上場市場である東京証券取引所スタンダード市場に上場

維持することとなります。本合併により、Jトラストの単元未満株式を所有することとなるミライノベートの

株主様においては、東京証券取引所において単元未満株式を売却することができませんが、単元未満株式の

買取り又はその保有する単元未満の株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することが

できます。かかる取扱いの詳細につきましては、上記「２．本経営統合について（３）本合併に係る割当比

率」の（注３）をご参照ください。また、１株に満たない端数が生じた場合における端数の処理の詳細につ

いて、上記「２．本経営統合について（３）本合併に係る割当比率」の（注４）をご参照ください。 

 

５．公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 

ミライノベートの筆頭株主であるＮＬＨＤ株式会社の代表取締役である藤澤信義氏は J トラストの代表取

締役とミライノベートの取締役を兼務していることから、ミライノベート及び J トラストは本合併の公正性

の担保に万全を期す観点から、以下のとおり公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措

置を実施しております。 
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（公正性を担保するための措置） 

① 独立した第三者算定機関からの合併比率算定書の取得 

ミライノベートは、本合併における合併比率の公正性を担保する観点から、上記「３．本合併に係る割

当ての内容の根拠（１）割当ての内容の根拠及び理由」のとおり、ミライノベート及び J トラストから独

立した第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングに合併比率の算定を依頼し、その算定結果を

参考として、真摯に交渉・協議を行い、本合併比率により本合併を行うことを、2022 年 11 月 14 日開催の

取締役会にて、決議しました。 

なお、ミライノベートは、プルータス・コンサルティングから合併比率の公正性に関する評価（フェア

ネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 

Jトラストは、本合併における合併比率の公正性を担保する観点から、上記「３．本合併に係る割当ての

内容の根拠（１）割当ての内容の根拠及び理由」のとおり、Jトラスト及びミライノベートから独立した第

三者算定機関である U&I アドバイザリーサービスに合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、

真摯に交渉・協議を行い、本合併比率により本合併を行うことを、2022年11月14日開催の取締役会にて、

決議しました。 

なお、J トラストは、U&I アドバイザリーサービスから合併比率の公正性に関する評価（フェアネス・オ

ピニオン）を取得しておりません。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

ミライノベートは本合併の法務アドバイザーとして、TMI 総合法律事務所を選任し、本合併の諸手続を含む

取締役会の意思決定の方法・過程等について、法的な観点から助言を受けております。なお、TMI 総合法律事

務所はミライノベート及び Jトラストから独立しており、重要な利害関係を有しません。また、TMI総合法律

事務所はミライノベートの顧問法律事務所ではありますが、TMI 総合法律事務所はミライノベートに限らず多

数の依頼者に対してリーガル・サービスを提供する外部の法律事務所であり、ミライノベートも当該法律事

務所の依頼者の一つとして当該法律事務所の取扱分野や専門性を踏まえてミライノベートの事業や経営判断

に関し法律相談を継続的に依頼し、外部の法律専門家として法的助言を受けるために法律顧問契約を締結し

ているものであって、かかる法律顧問契約を締結していることをもってミライノベートからの独立性は害さ

れず、TMI 総合法律事務所はミライノベートから独立したリーガル・アドバイザーとして本合併に関する法的

助言を行うものであること、また、TMI 総合法律事務所の報酬には本合併の成否等を条件とする成功報酬も含

まれておらず、本合併の成否にも重要な利害を有しないことから、TMI 総合法律事務所の本合併当事者及び本

合併の成否からの独立性に問題はないと判断しております。 

 

また、J トラストは本合併の法務アドバイザーとして瓜生糸賀法律事務所を選任し、本合併の諸手続を含む

取締役会の意思決定の方法・過程等について、法的な観点から助言を受けております。なお、瓜生糸賀法律

事務所は Jトラスト及びミライノベートから独立しており、重要な利害関係を有しません。 

 

③利害関係を有しない特別委員会からの意見書の取得 

ミライノベートは、本合併に係るミライノベートの意思決定に慎重を期し、また、ミライノベート取締役会

の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役

会において本合併を行う旨の決定をすることがミライノベートの少数株主にとって不利益なものでないことを

確認することを目的として、2022年 10月 12日開催の取締役会決議により、社外取締役・独立役員である監査

等委員のうち弁護士であり長年にわたり法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有する名取俊也氏

（ITN 法律事務所パートナー弁護士）を委員長、戸澤晃広氏（T&K 法律事務所弁護士）及び大内直輝氏（東央

会計事務所公認会計士、税理士）を委員とする３名によって構成される特別委員会を設置し、本特別委員会に

対し、(a) 合併を通じた、ミライノベートと J トラストとの経営統合（以下「本取引」といいます。）の目的

の合理性（本取引はミライノベートの企業価値の向上に資するかを含む。）、(b) 本取引の取引条件の妥当性

（本取引の実施方法や対価の種類の妥当性を含む。）、(c) 本取引の手続の公正性（いかなる公正性担保措置を

どの程度講じるべきかの検討を含む。）、(d) 上記(a)乃至(c)を踏まえ、本取引がミライノベートの少数株主に

とって不利益なものでないこと（以下総称して、「本諮問事項」といいます。）について諮問いたしました。 

なお、戸澤晃広氏及び大内直輝氏に対する報酬は、所要時間に応じたタイムチャージによって支払われます。 

 

本特別委員会は、2022年 10月 19日から 2022年 11月 11日まで合計６回開催され、本諮問事項についての

協議及び検討を行ったとのことです。具体的には、本特別委員会は、本諮問事項の答申に際して、ミライノ
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ベートに開示資料、各算定機関からの算定書その他の関連資料の提供を求め、当該資料の内容を検討するとと

もに、ミライノベートの事業の状態、経営課題、本合併の目的及び手続、本合併において公正性を担保又は利

益相反を回避するために取られている措置の内容等について、質疑応答等を行いました。 

 

本特別委員会は、かかる手続を経て、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、(a) 本取引

は、ミライノベートの企業価値の向上に資すると認められ、合理性が認められる旨、(b) (i)ミライノベート

は本特別委員会による意見も斟酌しつつ、Jトラストと交渉を行った結果、当初 Jトラストから示された両社

の株式価格による合併比率（0.39）を上回る合併比率（0.42）を含む、本合併の条件が決定されたものであ

る旨、(ⅱ)本合併比率算定書における検討過程、判断等に不合理な点は見受けられない旨、(ⅲ) 本合併にお

ける合併比率は、合理的な水準にあると評価できる旨、(c) 本取引の経緯、検討手法等に照らすと、適切な

公正性担保措置が講じられており、本取引の検討過程及び交渉過程における手続の公正性が認められる旨、

(d) 本取引における合併比率その他の条件が、ミライノベートの少数株主に特段不利益なものとは認められ

ない旨を内容とする答申書を、2022 年 11 月 13 日付で、ミライノベートの取締役会に対して提出しておりま

す。 

 

   （利益相反を回避するための措置） 

ミライノベートは、本日の取締役会決議において、本合併と利害関係を有しない取締役１名及び監査等委員

である取締役２名（うち社外取締役２名）が出席したうえで、かかる取締役３名全員の一致により、本合併を

決議しております。なお、本合併に係る議案については、Jトラストの代表取締役である藤澤信義氏及び Jトラ

ストの元従業員であった菊池正光氏については、利益相反取引及び特別利害関係人に該当することから、審議

及び決議に参加しておりません。 

また、Jトラストは、本日の取締役会決議において、本合併と利害関係を有しない取締役７名（うち社外取締

役２名）が出席したうえで、かかる取締役７名全員の一致により、本合併を決議しております。 

 

６．当事会社の概要                             (2022年９月 30日現在) 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

① 名称 Jトラスト株式会社 株式会社ミライノベート 

② 本店所在地 東京都港区虎ノ門一丁目７番 12号 東京都品川区西五反田七丁目 17番７号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤澤 信義 代表取締役社長 泉 信彦 

④ 事業内容 ホールディング業務 ホールディング業務 

⑤ 資本金の額 90百万円 100百万円 

⑥ 設立年月日 1977年３月 1937年 12月 

⑦ 発行済株式数 126,337,770株 50,081,098株 

⑧ 決算期 12月 ３月 

⑨ 従業員数（連結） 2,425名（2021年 12月 31日現在） 67名 

⑩ 主要取引先 持株会社であり、該当事項はありま

せん。 

持株会社であり、該当事項はありませ

ん。 

⑪ 主要取引銀行 みずほ銀行 

三井住友銀行 

大垣共立銀行 

静岡中央銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 

 

ＮＬＨＤ株式会社 27.52% 

藤澤 信義 9.38% 

ＫＯＲＥＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 

ＤＥＰＯＳＩＴＯＲＹ－ＳＨＩＮＨ

ＡＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ（常任

代理人 シティバンク、エヌ・エイ

東京支店） 8.48% 

野村證券株式会社（常任代理人 株

式会社三井住友銀行） 2.68% 

ＮＬＨＤ株式会社 16.01% 

西村 浩 4.34% 

泉 信彦 4.12% 

ジャパンポケット株式会社 3.81% 

国本 碩彬 1.32% 

中嶋 伸介 0.98% 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 0.82% 

堤 政夫 0.81% 

伸和工業株式会社 0.78% 
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株式会社エスファイナンス 2.48% 

ジャパンポケット株式会社 1.94% 

株式会社オータス 1.72% 

上田八木短資株式会社 1.64% 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1.29% 

東京短資株式会社 1.28% 

（2022年６月 30日現在） 

楽天証券株式会社 0.77% 

 

 

⑬ 当事

会社間の

関係 

資本関係 ミライノベートが 1,500,000株、ミ

ライノベートの子会社の株式会社

オータスが 358,500株の Jトラスト

の普通株式を保有しております。 

ミライノベートが 1,500,000 株、子会

社の株式会社オータスが358,500株のJ

トラストの普通株式を保有しておりま

す。 

人的関係 代表取締役社長である藤澤信義氏が

ミライノベートの取締役会長を兼務

しております。 

取締役会長である藤澤信義氏は、J ト

ラストの代表取締役社長を兼務してお

ります。 

取引関係 子会社である日本保証が、ミライノ

ベートの子会社であるグローベルス

と、グローベルスが営む不動産クラ

ウドファンディング事業にかかる業

務提携契約を締結しております。 

子会社であるグローベルスが、J トラ

ストの子会社である日本保証と、グ

ローベルスが営む不動産クラウドファ

ンディング事業にかかる業務提携契約

を締結しております。 

関連当事者

への該当状況 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態  

 Jトラスト株式会社（連結） 

（単位：百万円） 

株式会社ミライノベート（連結） 

（単位：百万円） 

決算期 
2019年 

12月期 

2020年 

12月期 

2021年 

12月期 

2020年 

３月期 

2021年 

３月期 

2022年 

３月期 

純資産（親会社の所有者に

帰属する持分） 

99,977 91,599 95,670 15,369 18,541 19,821 

総資産 731,384 530,462 610,631 29,764 35,030 29,013 

１株当たり純資産（１株当

たり親会社所有者帰属持

分）（円） 

944.33 865.20 903.66 333.97 361.07 391.85 

売上高（営業収益） 24,728 39,387 42,325 6,731 10,510 7,243 

営業利益 △5,130 △2,403 5,260 △1,281 △395 11 

経常利益 △5,526 △619 5,899 △435 △586 106 

当期純利益（親会社の所有

者に帰属する当期利益） 

△3,260 △5,342 1,123 237 55 1,415 

１株当たり当期純利益(円) △30.80 △50.46 10.61 5.35 1.18 28.56 

１株当たり配当金（円） 1.00 - 1.00 1.00 - 3.00 

（注１）J トラストは国際財務報告基準、ミライノベートは日本基準に基づいて連結財務諸表を作成しており

ます。 

（注２）Jトラスト及びミライノベートの筆頭株主であるＮＬＨＤ株式会社は Jトラストの代表取締役社長で

ある藤澤信義氏が 100％出資している会社であります。また、ジャパンポケット株式会社は、同氏が議

決権の 100％を実質的に保有しております。 

（注３）持株比率は、自己株式を除いた発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。 

（注４）J トラストの 2019 年 12 月期は、決算期変更のため 2019 年４月１日から 2019 年 12 月 31 日までの

９ヶ月間となっております。 

（注５）Jトラストの「経常利益」欄には、税引前利益の金額を記載しております。 
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（注６）ミライノベートは 2021 年 10 月１日付で普通株式 10 株につき１株の割合で株式併合を行っておりま

す。2020 年３月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期

純利益又は１株当たり当期純損失（△）、及び１株当たり配当金額を算定しております。 

 

７．本合併後の状況 

 吸収合併存続会社 

① 名称 Jトラスト株式会社 

② 本店所在地 東京都港区虎ノ門一丁目７番 12号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤澤 信義 

④ 事業内容 ホールディング業務 

⑤ 資本金の額 90百万円 

⑥ 決算期 12月 

⑦ 純資産 現時点では確定しておりません。 

⑧ 総資産 現時点では確定しておりません。 

 

８．会計処理の概要 

本合併は、国際財務報告基準(IFRS)第３号 企業結合により、取得法にて会計処理を行います。なお、本

合併に伴い、Jトラストの連結財務諸表上、のれん（又は負ののれん）が発生する見込みですが、発生するの

れん（又は負ののれん）の金額については、現段階では未定であります。 

 

９．今後の見通し 

本合併後の吸収合併存続会社である Jトラストの業績見通しは、明らかになり次第お知らせいたします。 

 

以上 


